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平塚市市民主体のまちづくりに係る手続に関する要綱 

目次 

第１章 総則（第１条～第４条） 

第２章 地区まちづくり計画の認定申請に係る手続（第５条～第７条） 

第３章 都市計画提案に係る手続 

第１節 都市計画提案事前届出（第８条～第１０条） 

第２節 都市計画提案（第１１条～第１４条） 

第４章 地区計画等の原案の申出に係る手続 

第１節 地区計画等の原案の申出に係る事前届出（第１５条・第１６条） 

第２節 地区計画等の原案の申出（第１７条～第１９条） 

第５章 助言及び評価（第２０条・第２１条） 

第６章 雑則（第２２条・第２３条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、平塚市まちづくり条例（平成１９年条例第２３号。以下「条例」と

いう。）第３章に規定する市民主体のまちづくりに係る手続に関し、平塚市まちづくり

条例施行規則（平成２０年規則第５５号。以下「規則」という。）第２章に定めるもの

のほか、必要な事項を定め、手続を円滑に進めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則の例による。 

（提出先） 

第３条 規則第１５条の地区まちづくり計画認定申請書（以下「申請書」という。）、規

則第１８条の都市計画提案事前届出書（以下「都市計画提案事前届出書」）、規則第１

９条の都市計画提案書（以下「提案書」という。）、規則第２１条の地区計画等の原案

申出書（以下「申出書」という。）及び規則第２２条第１項の地区計画等の原案事前届

出書（以下「地区計画等の原案事前届出書」という。）の提出先は、まちづくり政策部

まちづくり政策課とする。 

（受付） 
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第４条 市長は、前条の申請書、都市計画提案事前届出書、提案書、申出書又は地区計画

等の原案事前届出書（以下「申請書等」という。）が提出されたときは、速やかに、当

該申請書等を提出したものの資格及び必要書類の確認を行うものとする。 

２ 市長は、提出された申請書等に補正すべき事項が認められたときは、当該申請書等を

提出したものに提出図書の補正を求めることができる。 

３ 前項の規定による補正が行われないときは、手続が進められない旨の通知書（第１号

様式）により当該申請書等を提出したものに通知するものとする。 

４ 前項の規定による通知を行ったときは、市長は、補正が行われるまで当該申請書等の

審査を行わないものとする。 

第２章 地区まちづくり計画の認定申請に係る手続 

（申請書に添える図書） 

第５条 申請書に添える図書は、次に掲げるものとする。  

（１） 規則第１５条第１号の計画書は、規則第１４条の規定により市長が必要と認める

事項が記載されたもの 

（２） 規則第１５条第１号の総括図及び計画図は、当該地区まちづくり計画の対象区域

を示したもので、総括図の縮尺を１５，０００分の１以上とし、計画図の縮尺を２，

５００分の１以上としたもの 

（３） 規則第１５条第３号の条例第１１条第２項の規定による手続を実施した経過を記

した図書は、第２号様式に必要な事項を記入したもの 

（４） 規則第１５条第４号のその他市長が必要と認める図書とは、当該地区まちづくり

計画を解説し、又は補足する図書 

（提出部数） 

第６条 申請書及び規則第１５条の規定により添付する図書の提出部数は、２部とする。 

２ 条例第１１条第３項の規定による意見書は第３号様式によるものとし、同条第４項の 

規定による見解書は第４号様式によるものとする。 

３ 条例第１１条第５項に規定する地区まちづくり計画に係る当該地区の地区住民の同意 

を得たことを証する書類は、地区住民の区分に応じて次に掲げるものとする。 

（１） 当該地区に住所を有する者 第５号様式に必要な事項を記入したもの 

（２） 当該地区で事業を営む者 第６号様式に必要な事項を記入したもの及び当該事業 
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を営む者に係る登記事項証明書（交付後３箇月以内のもの） 

（３） 当該地区における土地又は建築物を所有する者その他規則で定める利害関係を有 

する者 第７号様式に必要な事項を記入したものとし、一筆ごとに権利名並びに権 

利者の住所、氏名及び連絡先を明記したもの 

 

（地区住民の同意） 

第７条 条例第１１条第５項に規定する当該地区住民の同意とは、次に掲げるとおりとす

る。 

（１） 当該地区に住所を有する者 世帯主（同一建築物に世帯主が２人以上いる場合は 

世帯主数で住所を有する者の数を分割するものとし、共同住宅については全戸数で 

住所を有する者の数を分割するものとする。）の同意 

（２） 当該地区で事業を営む者 当該法人に係る登記事項証明書に記載されている代表 

者の同意 

（３） 当該地区における土地若しくは建物の所有者又は当該地区に利害関係を有する者 

当該土地及び建物に係る登記事項証明書にその権利が記載されている者の同意（一 

筆の土地又は建物について複数の名義人がある場合は、土地所有者及び建物を所 

有する者（土地所有者等である者を除く。）の数にあってはそれぞれの名義人の共有 

分に応じた数を当該の数とし、土地所有者等の地積にあってはそれぞれの名義人 

の共有持分に応じた地積を当該土地所有者等の地積として算出する。） 

 第３章 都市計画提案に係る手続 

第１節 都市計画提案に係る事前届出 

（届出をすることができる都市計画） 

第８条 都市計画提案に係る事前届出をすることができる都市計画は、都市計画法（昭和

４３年法律第１００号。以下「法」という。）の規定により市が定める都市計画とする。 

（都市計画提案事前届出書に添える図書） 

第９条 都市計画提案事前届出書に添える図書は、次に掲げるものとする。 

（１） 規則第１８条第１号の計画書は、神奈川県県土整備局環境共生都市部都市計画課

が作成した都市計画図書の作成ガイダンス（以下「ガイダンス」という。）に基づ

き、都市計画の種類、名称、位置及び区域（市街地開発事業に関するものにあって
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は、施行区域）その他市が都市計画の案を作成するために必要な事項が具体的に記

載されたもの 

（２） 規則第１８条第１号の総括図及び計画図は、それぞれガイダンスに基づき、総括

図の縮尺を１５，０００分の１以上とし、計画図の縮尺を２，５００分の１以上と

したもの 

（３） 規則第１８条第２号の計画提案を行うことができる者であることを証する書類は、

第８号様式に必要な事項を記入したものとし、法第２１条の２第１項及び第２項に

規定する都市計画の決定又は変更をすることを提案する者に応じて、次に掲げるも

のを添えたもの 

ア 法第２１条の２第１項の土地所有者等 都市計画の決定又は変更をすることの提

案に関する素案の対象となる都市計画提案区域内に所有する土地及び建物に係る登

記事項証明書（交付後３箇月以内のもの。登記が終了していない場合は、その権利

関係を証する書類。以下同じ。）。この場合において、建物の登記事項証明書につ

いては、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権又は賃借権（臨時設備そ

の他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ）が設定され

ている場合に限り、これを添えるものとする。 

イ 法第２１条の２第２項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法

人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給

公社（以下「法人等」という。） 当該法人等に係る登記事項証明書（交付後３箇

月以内のもの。以下同じ。）及び定款又は寄附行為の写し 

ウ 法第２１条の２第２項のまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして

都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号。以下「省令」という。）第１３

条の３に規定する団体（以下「法施行規則団体」という。） 当該法施行規則団体に

係る登記事項証明書（交付後３箇月以内のもの。以下同じ。）、定款又は寄附行為の

写し、第１号イ又はロに規定する事実を証する書類（開発許可証及び検査済証の写

し）及び誓約書（第９号様式） 

エ 条例第１５条の協議会として認定を受けた団体 規則第１１条の地区まちづくり

協議会認定等決定通知書の写し 

（４） 規則第１８条第３号の都市計画提案区域内に存する全ての土地を含む公図の写し 



- 5 - 

 

（５） 規則第１８条第４号の都市計画の決定又は変更を提案する理由を記した書面は、

第１０号様式に必要な事項を記入したもの 

（６） 規則第１８条第５号のまちづくり基本計画及び市の施策に適合する旨の検討書は、

第１１号様式に必要な事項を記入したもの 

（７） 規則第１８条第６号の周辺環境等への影響に関する検討書は、第１２号様式に必

要な事項を記入したもの 

（提出部数） 

第１０条 都市計画提案事前届出書及び規則第１８条の規定により添付する図書の提出部

数は、１０部とする。 

第２節 都市計画提案 

（都市計画提案をすることができる都市計画） 

第１１条 都市計画提案をすることができる都市計画は、法の規定により市が定める都市

計画とする。 

（提案書に添える図書） 

第１２条 提案書に添える図書は、都市計画の提案をした者（以下「提案者」という。）

の区分に応じ、次に掲げるものとする。 

（１） 条例第１１条第６項の規定による認定を受けた地区まちづくり計画を策定した協

議会（以下「地区まちづくり計画策定協議会」という。）が提案する場合に添える

図書 

ア 規則第１９条第１号の計画書は、ガイダンスに基づき、都市計画の種類、名称、

位置及び区域（市街地開発事業に関するものにあっては、施行区域）その他市が都

市計画の案を作成するために必要な事項が具体的に記載されたもの 

イ 規則第１９条第１号の総括図及び計画図は、それぞれガイダンスに基づき、総括

図の縮尺を１５，０００分の１以上とし、計画図の縮尺を２，５００分の１以上と

したもの 

ウ 規則第１９条第２号の計画提案を行うことができる者であることを証する書類は、

第８号様式に必要な事項を記入したものとし、規則第１１条の地区まちづくり協議

会認定等決定通知書の写しを添えたものとする。 

エ 規則第１９条第４号の都市計画の決定又は変更を提案する理由を記した書面は、
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第１０号様式に必要な事項を記入したもの 

オ 規則第１９条第５号のまちづくり基本計画及び市の施策に適合する旨の検討書は、

第１１号様式に必要な事項を記入したもの 

カ 規則第１９条第６号の周辺環境等への影響に関する検討書は、第１２号様式に必

要な事項を記入したもの 

キ 規則第１９条第７号の都市計画提案区域内の法第２１の２第３項第２号に規定す

る土地所有者等に対する説明経過等を記した書類は、第２号様式に必要な事項を記

入したもの 

ク 規則第１９条第８号の都市計画提案区域内の法第２１の２第３項第２号に規定す

る土地所有者等の同意を得たことを証する書類は、第７号様式に必要な事項を記入

したものとし、一筆ごとに権利名並びに権利者の住所、氏名及び連絡先を明記し、

当該土地所有者等が署名又は記名・押印したものとする。なお、記名・押印した場

合は、実印のみ有効とし、登記印又は登録印の証明書を添えるものとする。 

ケ 規則第１９条第９号のその他都市計画の提案に当たり市長が必要と認める図書は、

第１３号様式に必要な事項を記入したもの、建物の所有を目的とする対抗要件を備

えた地上権又は賃借権が設定されている場合の建物の登記事項証明書等とする。 

（２） 地区まちづくり計画策定協議会以外の者が提案する場合に添える図書 

ア 規則第１９条第１号の計画書は、ガイダンスに基づき、都市計画の種類、名称、

位置及び区域（市街地開発事業に関するものにあっては、施行区域）その他市が都

市計画の案を作成するために必要な事項が具体的に記載されたもの 

イ 規則第１９条第１号の総括図及び計画図は、それぞれガイダンスに基づき、総括

図の縮尺を１５，０００分の１以上とし、計画図の縮尺を２，５００分の１以上と

したもの 

ウ 規則第１９条第２号の計画提案を行うことができる者であることを証する書類は、

第８号様式に必要な事項を記入したものとし、法第２１条の２第１項及び第２項に

規定する都市計画提案をする者に応じて次に掲げるものを添えたもの 

（ア） 法第２１条の２第１項の土地所有者等 都市計画の決定又は変更をすること

の提案に関する素案の対象となる都市計画提案区域内に所有する土地及び建物

に係る登記事項証明書。この場合において、建物の登記事項証明書については、
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建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権又は賃借権が設定されている

場合に限り、これを添えるものとする。 

（イ） 法人等 当該法人等に係る登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し 

（ウ） 法施行規則団体 当該法施行規則団体に係る登記事項証明書、定款又は寄附

行為の写し、省令第１３条の３第１号イ又はロに規定する事実を証する書類（開

発許可証及び検査済証の写し）及び誓約書（第９号様式） 

エ 規則第１９条第３号の都市計画提案区域内に存する全ての土地及び公図の写し 

オ 規則第１９条第４号の都市計画の決定又は変更を提案する理由を記した書面は、

第１０号様式に必要な事項を記入したもの 

カ 規則第１９条第５号のまちづくり基本計画及び市の施策に適合する旨の検討書は、

第１１号様式に必要な事項を記入したもの 

キ 規則第１９条第６号の周辺環境等への影響に関する検討書は、第１２号様式に必

要な事項を記入したもの 

ク 規則第１９条第７号の都市計画提案区域内の法第２１の２第３項第２号に規定す

る土地所有者等に対する説明経過等を記した書類は、第２号様式に必要な事項を記

入したもの 

ケ 規則第１９条第８号の都市計画提案区域内の法第２１の２第３項第２号に規定す

る土地所有者等の同意を得たことを証する書類は、第７号様式に必要な事項を記入

したものとし、一筆ごとに権利名並びに権利者の住所、氏名及び連絡先を明記し、

当該土地所有者等が署名又は記名・押印したものとする。なお、記名・押印した場

合は、実印のみ有効とし、登記印又は登録印の証明書を添えるものとする。 

コ 規則第１９条第９号のその他都市計画の提案に当たり市長が必要と認める図書は、

第１３号様式に必要な事項を記入したもの、建物の所有を目的とする対抗要件を備

えた地上権又は賃借権が設定されている場合の建物の登記事項証明書等とする。 

（提出部数） 

第１３条 提案書及び規則第１９条の規定により添付する図書の提出部数は、２０部とす

る。 

（土地所有者等の同意） 

第１４条 法第２１条の２第３項第２号に規定する土地所有者等の３分の２以上の同意に
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ついては、一筆の土地について複数の名義人がある場合は、土地所有者等の数にあって

はそれぞれの名義人の共有持分に応じた数を当該土地所有者等の数とし、土地所有者等

の地籍にあってはそれぞれの名義人の共有持分に応じた地積を当該土地所有者等の地積

として算出する。 

第４章 地区計画等の原案の申出に係る手続 

第１節 地区計画等の原案の申出に係る事前届出 

（地区計画等の原案申出事前届出書に添える図書） 

第１５条 地区計画等の原案申出事前届出書に添える図書は、次に掲げるものとする。 

（１） 規則第２２条第１号の計画書は、ガイダンスに基づき、地区計画等の種類、名称、

位置、区域及びその区域の面積その他市が地区計画等の原案を作成するために必要

な事項が具体的に記載されたもの 

（２） 規則第２２条第１号の総括図及び計画図は、それぞれガイダンスに基づき、総括

図の縮尺を１５，０００分の１以上とし、計画図の縮尺を２，５００分の１以上と

したもの 

（３） 規則第２２条第２号に規定する地区計画等の原案の申出を行うことができる者で

あることを証する書類は、第１４号様式に必要な事項を記入したもの 

（４） 規則第２２条第３号の地区計画等の原案に係る土地の区域内に存するすべての土

地を含む公図の写し 

（５） 規則第２２条第４号の地区計画等の原案を申し出る理由を記した書面は、第１５

号様式に必要な事項を記入したもの 

（提出部数） 

第１６条 地区計画等の原案事前届出書及び規則第２２条の規定により添付する図書の提

出部数は、１０部とする。 

第２節 地区計画等の原案の申出 

（申出書に添える図書） 

第１７条 申出書に添える図書は、地区計画等の原案の申出をした者の区分に応じ、次に

掲げるものとする。 

（１） 地区まちづくり計画策定協議会が申し出る場合に添える図書 

ア 規則第２１条第１号の計画書は、地区計画等の種類、名称、位置、区域及びその
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区域の面積その他市が地区計画等の原案を作成するために必要な事項が具体的に記

載されたもの 

イ 規則第２１条第１号の総括図及び計画図は、総括図の縮尺を１５，０００分の１

以上とし、計画図の縮尺を２，５００分の１以上としたもの 

ウ 規則第２１条第２号に規定する地区計画等の原案の申出を行うことができる者で

あることを証する書類は、第１４号様式に必要な事項を記入したもの 

エ 規則第２１条第４号の地区計画等の原案を申し出る理由を記した書面は、第１５

号様式に必要な事項を記入したもの 

オ 規則第２１条第５号に規定する地区計画等の原案の申出に係る区域内の土地所有

者等に対する説明経過等を記した書類は、第２号様式に必要な事項を記入したもの 

カ 規則第２１条第６号の地区計画等の原案に係る区域内の土地所有者等の同意を得

たことを証する書類は、第７号様式に、必要な事項を記入し、一筆ごとに権利名並

びに権利者の住所、氏名及び連絡先を明記し、当該土地若しくは建物の所有者又は

利害関係を有する者が署名又は記名・押印したものとする。なお、記名・押印した

場合は、実印のみ有効とし、登記印又は登録印の証明書を添えるものとする。 

キ 規則第２１条第７号のその他地区計画等の原案の申出に当たり市長が必要と認め

る図書は、規則第１１条の地区まちづくり協議会認定等決定通知書の写し及び第１

３号様式に必要な事項を記入したもの 

（２） 事業者が申し出る場合に添える図書 

ア 規則第２１条第１号の計画書は、ガイダンスに基づき、地区計画等の種類、名称、

位置、区域及びその区域の面積その他市が地区計画等の原案を作成するために必要

な事項が具体的に記載されたもの 

イ 規則第２１条第１号の総括図及び計画図は、それぞれガイダンスに基づき、総括

図の縮尺を１５，０００分の１以上とし、計画図の縮尺を２，５００分の１以上と

したもの 

ウ 規則第２１条第２号に規定する地区計画等の原案の申出を行うことができる者で

あることを証する書類は、第１４号様式に必要な事項を記入したものとし、事業者

の区分に応じて次に掲げるもの 

（ア） 法第２１条の２第１項の土地所有者等である事業者 地区計画等の原案の申
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出の対象となる区域内に所有する土地及び建物に係る登記事項証明書。この場

合において、建物の登記事項証明書については、建物の所有を目的とする対抗

要件を備えた地上権又は賃借権が設定されている場合に限り、これを添えるも

のとする。 

（イ） 法第２１条の２第１項の土地所有者等以外の事業者 地区計画等の原案の申

出に係る土地所有者等との契約書その他事業者であることを証する書類 

エ 規則第２１条第３号の地区計画等の原案の申出に係る土地の区域内に存する全て

の土地の登記事項証明書及び公図の写し 

オ 規則第２１条第４号の地区計画等の原案を申し出る理由を記した書面は、第１５

号様式に必要な事項を記入したもの 

カ 規則第２１条第５号に規定する地区計画等の原案の申出に係る区域内の土地所有

者等に対する説明経過等を記した書類は、第２号様式に必要な事項を記入したもの 

キ 規則第２１条第６号の地区計画等の原案に係る区域内の土地所有者等の同意を得

たことを証する書類は、第７号様式に、必要な事項を記入し、一筆ごとに権利名並

びに権利者の住所、氏名及び連絡先を明記し、当該土地若しくは建物の所有者又は

利害関係を有する者が署名又は記名・押印したものとする。なお、記名・押印した

場合は、実印のみ有効とし、登記印又は登録印の証明書を添えるものとする。 

ク 規則第２１条第７号のその他地区計画等の原案の申出に当たり市長が必要と認め

る図書は、第１３号様式に必要な事項を記入したものその他地区計画等の原案の申

出に対する評価に当たり必要なもの 

（提出部数） 

第１８条 申出書及び規則第２１条の規定により添付する図書の提出部数は、地区まちづ

くり計画策定協議会にあっては１部、条例第２条第１項第４号に規定する事業者（以下

「事業者」という。）にあっては２０部とする。 

（土地所有者等の同意） 

第１９条 規則第２１条第６号に規定する土地所有者等の同意については、大多数の土地

所有者の同意を得ていることが確認できる書類であることとし、一筆の土地について複

数の名義人がある場合は、土地所有者等の数にあってはそれぞれの名義人の共有持分に

応じた数を当該土地所有者等の数とし、土地所有者等の地籍にあってはそれぞれの名義
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人の共有持分に応じた地積を当該土地所有者等の地積とする。 

第５章 助言及び評価 

（助言及び評価の方法） 

第２０条 市長は、条例第１６条第３項の規定による都市計画の提案に係る事前届出にお

ける助言及び条例第１９条第３項の規定による地区計画等の原案申出に係る事前届出に

おける助言について、まちづくり基本計画及び市の施策に即した提案又は申出となるよ

う助言するため、平塚市市民主体のまちづくり事前届出に係る調整会議を設置する。 

２ 市長は、条例第１１条第６項の地区まちづくり計画の認定並びに条例第１７条第９項

の都市計画提案及び条例第１８条第２項の地区計画等の原案の申出に係る見解の決定に

際し、その評価を行うため、平塚市市民主体のまちづくりに係る評価委員会を設置し、

意見を聴くものとする。 

３ 市長は、前項の見解を定めようとするときは、条例第１１条第７項、条例第１７条第

１０項及び条例第１８条第２項の規定により、あらかじめ、平塚市都市計画審議会の意

見を聴かなければならない。 

４ 市長は、都市計画提案に関し必要があると認めるときは、都市計画提案に係る意見を

求める通知書（第１６号様式）により提案者の意見を聴くことができるものとする。 

５ 提案者は、前項の通知書を受けたときは、遅滞なく、都市計画提案に対する意見書（第

１７号様式）に必要な事項を記入し、市長に提出するものとする。 

（見解の決定） 

第２１条 市長は、前条第１項に規定する見解を定めた場合には、規則第７号様式の地区

まちづくり計画認定等決定通知書、規則第１０号様式の都市計画提案に関する見解通知

書及び規則第１１号様式の２の地区計画等の原案の申出に関する見解通知書により申請

書等を提出したものに通知するものとする。 

第６章 雑則 

（取下げ） 

第２２条 申請書等を提出したものは、条例第１１条第５項の規定による申請、条例第１

７条第１項の規定による都市計画提案又は条例第１８条第１項の規定による申出を取り

下げるときは、取下届（第１８号様式）に必要な事項を記入し、市長に提出するものと

する。 
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（委任） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、市民主体のまちづくりに係る手続に関して必要

な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（平塚市都市計画提案の手続に関する要綱及び平塚市都市計画提案に係る事前届出の手

続に関する要綱の廃止） 

２ 平塚市都市計画提案の手続に関する要綱及び平塚市都市計画提案に係る事前届出の手

続に関する要綱は、廃止する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の規定により作成されている様式書類

は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 
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第１号様式（第４条関係） 

文書番号 

年 月 日 

         様 

平塚市長  氏 名  印 

 

手続が進められない旨の通知書 

 

□地区まちづくり計画認定申請書 

□都市計画提案事前届出書 

提出された □都市計画提案書         は、次の理由により手続が 

□地区計画等の原案事前届出書 

□地区計画等の原案申出書 

進められないため、通知します。 

 

手続を進められない

理由 
 

備考  
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第２号様式（第５条、第１２条及び第１７条関係） 

地区住民、土地所有者等及び周辺住民に対する説明経過等に関する資料 

１ 説明会等開催状況 

回数 日時 場所 参加人数 備考 

     

     

     

     

 

２ 周知の内容 

（１） 周知先 

 

 

（２） 周知方法 

 

 

３ 参加者の主な意見 

 

 

 

 

４ その他 

 

 

※説明会等で使用した資料及び会議録を添付してください。 
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第３号様式（第５条関係） 

 

地区まちづくり計画に関する意見書 

 

 

 

 

   年  月  日 

 

  氏 名  

  

 

地区まちづくり 

計画の名称 
  

 

 意見 
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第４号様式（第５条関係） 

 

地区まちづくり計画に関する意見書に対する見解書 

 

 

 

 

   年  月  日 

 

   氏 名 

 

 

地区まちづくり 

計画の名称 
  

 

 意見の要旨 見  解 

  

 

 



- 17 - 

 

第５号様式（第５条関係） 

住所を有する者の同意書 

年 月 日 

地区まちづくり 

計画の名称 
 

対象区域 平塚市 

同意者氏名  

同意者住所  

連絡先  

備考  
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第６号様式（第５条関係） 

事業を営む者の同意書 

年 月 日 

地区まちづくり 

計画の名称 
 

対象区域 平塚市 

同意事業者氏名 

（※１） 
 

同意事業者住所  

連絡先  

添付書類  

備考  

※１ 法人等にあっては、その名称並びに代表者の職名及び氏名 
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第７号様式（第５条関係、第１２条及び第１７条） 

土地又は建築物を所有する者その他規則で定める利害関係を有する者の同意書 

年 月 日 

次の区域におけるまちづくりについて同意します。 

地区まちづくり計

画又は地区計画等

の名称（※１） 

 

対象区域、提案区

域又は申出区域 
平塚市 

土地の所在地  

面積  

権利名（※２）  

同意者氏名  ○印（※３） 

同意者住所  （連絡先） 

当該土地に関するその他の権利者１（※４） 

 権利名  

権利者名  

権利者住所  

当該土地に関するその他の権利者２（※４） 

 権利名  

権利者名  

権利者住所  

添付書類  

備考  

※１ 地区まちづくり計画の認定申請又は地区計画等の原案の申出を行う場合に記入してください。 

※２ 所有権、地上権又は賃借権のいずれかを記入してください。土地に借地権が登記されていな 

い場合で、当該土地に所有権保存登記された建物がある場合の権利名欄には「建物保存登記」 

と記入してください。 

※３ 地区まちづくり計画の認定申請を行う場合は、押印は不要です。地区計画等の原案の申出を

行う場合は、署名又は記名・押印のどちらかを選択し、記入してください。 

記名・押印の場合は実印のみ有効です。併せて登記印又は登録印の証明書を添付してください。 

※４ 土地に借地権が登記されていない場合で、当該土地に所有権保存登記された建物がある場合

にも「権利者」として必要事項を記入してください。その場合、権利名欄には「建物保存登記」

と記入してください。 
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第８号様式（第９条及び第１２条関係） 

都市計画提案を行うことができる者であることを証する書類 

土地所有者等又はまちづく

りの推進を図る活動を行う

ことを目的として設立され

た特定非営利活動法人等の

氏名（法人等にあっては、そ

の名称並びに代表者の職名

及び氏名） 

 

添付書類  

 



- 21 - 

 

第９号様式（第９条及び第１２条関係） 

年 月 日 

（提出先） 

平塚市長 

氏名         

（法人等にあっては、その名称 

並びに代表者の職名及び氏名） 

 

 

誓約書 

 

当団体の役員（法人でない法施行規則団体で代表者又は管理人の定めのあるものに

係る代表者又は管理人を含む。）に都市計画法施行規則第１３条の３第２号イからハま

でに該当する者がないことを誓います。
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第１０号様式（第９条及び第１２条関係） 

都市計画の決定又は変更を提案する理由 

提案を検討した都市計画 理由 

  

  

  

  

  

添付書類 

備考 
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第１１号様式（第９条及び第１２条関係） 

まちづくり基本計画及び市の施策に適合する旨の検討書 

提案を検討した都市計画 まちづくり基本計画等への適合についての記述 

  

  

  

  

  

添付書類 

備考 
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第１２号様式（第９条及び第１２条関係） 

周辺環境等への影響に関する検討書 

項目分野 検討した内容 

１ 生活環境  

（１）交通  

（２）電波障害  

（３）日照阻害  

（４）風害  

（５）騒音  

（６）振動  

（７）大気  

２ 自然環境  

（１）水象  

（２）地形・地質  

３ 社会文化環境  

（１）地域社会  

（２）景観  

（３）文化財  

４ 地球環境等  

（１）省エネルギー性能  

（２）再生可能エネルギー  

（３）温暖化防止対策  

５ その他  
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第１３号様式（第１２条及び第１７条関係） 

都市計画提案及び地区計画等の原案の申出に係る区域内の土地等一覧表 

番

号 

枝

番 

地番 

土地 借地権 建物 

権利者 持分割合 面積（㎡） 権利者 持分割合 有無 権利者 持分割合 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

※ 番号は、筆ごとに記入してください。 

※ 「建物の権利者」欄には、建物の所有権保存登記の権利者の氏名を記入してください。
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第１４号様式（第１５条及び第１７条関係） 

地区計画等の原案の申出を行うことができる者であることを証する書類 

地区まちづくり協議会又は

事業者の氏名（法人等にあっ

ては、その名称並びに代表者

の職名及び氏名） 

 

添付書類  
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第１５号様式（第１５条及び第１７条関係） 

地区計画等の原案を申し出る理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画等の種類 理由 

  

添付書類 

備考 
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第１６号様式（第２０条関係） 

文書番号 

年 月 日 

   様 

平塚市長  氏 名  印 

 

都市計画提案に係る意見を求める通知書 

 

提出された提案書について、次のとおり照会を行いますので、速やかに、意見書を

作成してください。 

 

提案した都市計画の

種類 
 

提案区域 平塚市 

面積  ㎡ 

意見を求める内容  

備考  
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第１７号様式（第２０条関係） 

年 月 日 

（提出先） 

平塚市長 

提案者氏名          

 

都市計画提案に対する意見書 

 

次のとおり、都市計画提案に係る意見を求められた件について、意見書を提出しま

す。 

 

提案した都市計画の

種類 
 

提案区域 平塚市 

面積  ㎡ 

意見を求める内容 意見 

  

  

  

  

  

備考  
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第１８号様式（第２２条関係） 

年 月 日 

（提出先） 

平塚市長 

氏名          

                       （地区まちづくり協議会にあって

は協議会名及び代表者の氏名） 

取下届 

 

□地区まちづくり計画認定申請書 

□都市計画提案事前届出書 

次のとおり □都市計画提案書         を取り下げます。 

□地区計画等の原案事前届出書 

□地区計画等の原案申出書 

 

地区まちづくり計画又は 

地区計画等の名称（※１） 
 

都市計画の種類（※２）  

都市計画の名称（※２）  

対象区域、提案区域 

又は申出区域 
 

取下げ理由  

備考  

※１ 地区まちづくり計画の認定申請、地区計画等の原案の申出又は地区計画等の原案申出事

前届出の場合に記入してください。 

※２ 都市計画提案又は都市計画提案事前届出の場合に記入してください。 


